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一
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
の
五
万
百
六
十
六
人
と
い
う
司
法
試
験
の
出
願
者
数
は
、
旧
司
法
試
験
の
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
新
た
な
司
法
試
験
の
出
願
者
数
は
、
同
年
は
二
千
百
三
十
七
人
で
あ
り
、
平
成
二
十
三
年

に
は
一
万
千
八
百
九
十
一
人
に
達
し
た
が
、
以
後
減
少
に
転
じ
、
平
成
二
十
九
年
は
六
千
七
百
十
六
人
（
速
報
値
）
で
あ
り
、

平
成
二
十
三
年
と
比
べ
て
五
千
百
七
十
五
人
減
少
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

法
曹
志
望
者
数
の
減
少
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
関
係
閣
僚
で
構
成
す
る
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
平
成
二

十
七
年
六
月
三
十
日
に
決
定
し
た
「
法
曹
養
成
制
度
改
革
の
更
な
る
推
進
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
推
進
会
議
決
定
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
「
法
科
大
学
院
全
体
と
し
て
の
司
法
試
験
合
格
率
や
、
弁
護
士
を
含
む
法
曹
有
資
格
者
の
活
動
の
場
の

拡
が
り
な
ど
が
、
制
度
創
設
当
初
に
期
待
さ
れ
て
い
た
状
況
と
異
な
る
も
の
と
な
り
、
法
曹
志
望
者
の
減
少
を
招
来
す
る
事

態
に
陥
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
法
曹
志
望
者
数
を
回
復
さ
せ
、
新
た
な
時
代
に
対
応
し
た
質
の
高
い
法
曹
を
多
数
輩
出
し
て
い
く
こ
と

一



が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
推
進
会
議
決
定
に
掲
げ
ら
れ
た
各
施
策
の
実
施
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


